
街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　本手引きは、街路樹の倒伏等による危険性を事前に把握するための調査手法とその評価手法、
並びにそれに基づく改善的処置の考え方を示すことにより、街路樹の健全な生育と、道路交通
を確保することを目的とする。

　　解説
　街路樹は、台風等の強風により倒伏すると、道路利用者や周辺の建築物等に被害を及ぼす可能性
が高く、その被害の発生に関して、道路管理者は重要な責任を負っていることを十分に認識してお
く必要がある。
　倒伏（根返り、幹折れ）や枝折れする樹木の多くは、樹体が被害の発生前に、損傷や衰退、腐朽
等により障害を受けている樹木であることが多い。したがって、このような障害を事前に把握し、
適切な改善的処置を行うことが出来れば、倒伏等の発生可能性を低くすることができると同時に、
樹木の健全な生育を確保することができる（写真 -1.1）。
　そのためには、街路樹の健全度調査等により、倒伏や枝折れ等によって発生しうる障害事故の可
能性を事前に評価し、それに基づいた適切な改善的処置を検討し、迅速に実施することが重要であ
る。
　本手引きは、街路樹の危険性を判断するために必要な調査手法や指標及び評価基準を示すととも
に、危険性を有する樹木の改善的処置を提案しているものである。しかし、ここに示した根拠は現
時点までの調査研究による知見や現場における経験等に基づくものであり、今後、各現場で実施さ
れる倒伏検証調査等、より多くの事例を収集して、より明確な指標や正確な評価基準、最適な改善
的処置となるように改訂していくことが求められる。

写真 -1.1　外観からは判断できない危険な街路樹

外観からは生育良好と判断できるシダレヤナギ

樹幹部における木槌の打診により異常音が確認されたため実施し
たγ線腐朽診断機による腐朽診断の結果、予測腐朽割合は 59％

危険と判断されたため伐採された断面の実腐朽割合は 63％



＜街路樹事故の判決事例＞

　近年の判決事例においては、外観からの腐朽状況が直接に把握できない場合でも、ベッコウタ
ケ等の子実体（一般にキノコとも呼ばれる）の確認により倒伏危険性が判断できるとされている。
また、街路樹診断の結果から、同路線で同様の症状（子実体）に対して伐採等の対応策が行われ
ていれば、危険回避の可能性があったとされる。このことから、街路樹の危険度調査における明
確な欠陥（子実体等）の見落としは、管理瑕疵に繋がることを認識しておく必要がある。

＜街路樹事故の示談事例＞　　
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街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　道路空間に植栽されている街路樹のうち樹高５m以上の高木を対象とする。

　　解説
　本手引きで対象とする樹木は、道路空間に植栽されている樹木のうち、倒伏や枝折れ等によって
障害を起こす可能性が高いと考えられる、樹高５m以上の高木とする。幹周については、細くて
も樹高が高いと危険となるものが存在することから明確な数値は示さないが、街路樹の生育状況に
応じて倒伏対策実施の適用を判断するものとする。
　調査を新たに始めるにあたっては、大木となり老朽化がみられる樹木から優先的に実施していく
必要がある。
　また、写真 -1.2 に示した樹種は木材腐朽菌に侵されやすく、倒伏等が発生しやすいと考えられ
るため注意が必要である。

エンジュ ケヤキ サクラ類 シダレヤナギ

ニセアカシア プラタナス類 ポプラ類 ユリノキ

写真 -1.2　木材腐朽菌に侵されやすい樹種



＜平成 16年における街路樹倒伏の実態＞詳細は第 2編

　平成 16年は、台風の上陸数、接近数が過去最高を更新し、最大風速、最大瞬間風速でも多く
の観測地で最高記録を更新するなど、台風の勢力においても強いものが多かった。また、これら
の台風により人的被害や住宅被害等多くの災害を引き起こした。
　この年の台風による街路樹の倒伏等の被害は、国、都道府県、政令指定都市が管理する道路に
おいて 24,835 本となった（記録が残されている本数のみ）。特に、台風 18号（沖縄、九州、中国、
北海道を通過）における被害本数は 14,581 本と最も多く、なかでも北海道では 9,436 本の被害
が発生した。北海道は台風 18号のみの被害であったが、平成 16年における地域別被害では最
多となった。

＜樹種別被害割合・上位 10種＞

＜地域別の被害状況＞ ＜被害形態別の被害状況＞

＜樹高別の被害状況＞

＜樹高別の被害形態割合＞

＜樹齢別の被害形態割合＞

＜地域別の被害本数・上位 3種＞
　（カッコ内は各ブロック別の街路樹本数順位）



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

＜街路樹の現況＞

　日本の街路樹本数（国土交通省、都道府県、市町村、地方道路公社が管理する道路）は、平成
19年 3月 31日現在で約 667 万本となっている。
　都道府県別の本数では、土地面積が広い北海道で 96万本と最も多く、次いで東京都の 49万本、
兵庫県の 45万本、愛知県の 39万本、大阪府の 33万本と大都市圏域が続いている。　
　道路延長あたりの本数にすると全国平均では 6本 /㎞であるが、都道府県別でみると沖縄県の
32本 /㎞が最多で、次いで東京都の 21本 /㎞、大阪府の 18本 /㎞、兵庫県、神奈川県の 13本
/㎞の順となっている。この要因としては、沖縄県では観光振興のための景観向上や沿岸道路の
防風対策等を目的とした植栽により本数が多いと考えられ、沖縄県以外の大都市圏域では緑陰形
成や景観向上を目的とした植栽が多く行われていると考えられる。
　樹種別では、イチョウが最も多く、次いでサクラ類、ケヤキ、ハナミズキ、トウカエデの順と
なり、日本産カエデ類までの上位 10種で全体の 48%と約半数を占め、これらの樹種が日本の
主要樹種であるといえる。特に、イチョウ、サクラ類、ケヤキは 1987 年の調査開始時から現在
までの約 20年間において 1～ 3位を維持する超人気樹種である。

＜樹種別上位 10種＞

＜都道府県別の街路樹本数＞

＜地域毎の樹種別上位 3種＞

引用文献：国土技術政策総合研究所資料第 506 号・わが国の街路樹Ⅵ、国土交通省国土技術政策総合研究所、2009.1



予備診断（第 2章：p1-13）
簡易的な診断により樹木形状・活力の異常、樹体の欠陥の有無を把握し、
その結果から樹木健全度調査、植栽環境調査が必要となる街路樹を抽出

樹木健全度調査（第 3章：p1-19） 植栽環境調査（第 4章：p1-45）

　街路樹の倒伏対策は、予備診断、樹木健全度調査、植栽環境調査、改善的処置、倒伏検証調
査から構成される。

　　解説
　街路樹の倒伏対策のフローを図 -1.1 に示す。
　街路樹の倒伏対策は、予備診断により抽出した調査対象街路樹に対して樹木健全度調査等を実施
し、その結果から生育条件や障害対象を考慮した上で危険度を評価し、その評価に基づいて改善的
処置を検討・実施するものである。
　さらに、台風等により発生した倒伏や枝折れについては、発生後に可能な範囲でその発生要因の
検証調査を速やかに行い、今後の危険度診断技術の向上に役立つ資料として蓄積する。

図 -1.1　街路樹の倒伏対策のフロー

危険度調査

外観から樹体の構造的な欠陥を調
査し、さらに詳細な診断が必要な
場合には、腐朽測定、根系伸長調
査を行い、倒伏等の危険性を評価

生育状況調査
樹木形状調査と活力調査により、
樹木の生育状況を評価

改善的処置（緊急）

予備診断により樹
木形状や活力に異
常が確認された場
合、改善的処置を
実施

予備診断、樹木健
全度調査等により、
緊急的な処置が必
要な樹体の欠陥が
確認された場合、
早急に対策を検討
して実施

日常管理
剪定等の定期的な
管理作業の実施

倒伏検証調査（第 6章：p1-59）
台風等の強風により倒伏・枝折れ等が発生した場合、その倒伏要因を解明するとともに診断結果との照合
を行い検証することで今後の診断技術の向上を図る

生育条件調査
植栽場所の地形や気象条件、支柱
等の保護材の状況を調査して評価

障害対象調査

植栽場所の土地利用や植栽地形状
を区分するとともに、倒伏や枝折
れ等により障害を受ける対象とそ
の大きさを予測

改善的処置（第 5章：p1-51）

各調査の評価結果に基づき、危険度に応じた最適な処置を検討して迅速に実施

異常・欠陥
【有】

異常・欠陥
【無】

●樹木形状・活力の異常
●緊急的な処置が必要となる樹体の欠陥

●緊急的な処置が必要となる樹体の欠陥

＜倒伏等の発生時＞



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

＜地域住民への連絡・調整＞

　幹折れや根返りにより倒伏する可能性の
高い街路樹は、その場所に植栽されてか
ら長い年月を住民とともに過ごしてきた
身近で思い出が深い巨樹・老樹であるこ
とが多い。このような街路樹は、住民に
大切に守られているものであり、なんら
かの欠陥が見つかった時点で住民から連
絡を受けられるようにするなど情報を共
有することが大切である。
　街路樹の危険度調査は、専門的な知識
が必要となる。なお、その結果について
は住民等にも周知・説明することが大切
である。
　その上で、危険と判断された街路樹の対応策については、お互いが理解・納得した上で決定す
ることが望ましい。
　対応策を実施する際には、対応策の内容等についての説明板の設置やチラシ等の配布を行い、
事前にその旨を周知しておくことも重要である。

＜住民等への説明会＞ ＜対応策実施の説明看板＞

＜歴史ある街路樹の例（日光杉並木）＞



　街路樹の機能を十分に発揮させながら、将来にわたって健全な道路環境を保全していくため
には、成長を続ける個々の街路樹を対象に、管理履歴や調査結果などを記録した街路樹カルテ
を作成することが必要である。

　　解説
　街路樹の植栽時からの管理履歴や調査結果は、その後のモニタリング時に樹木成長の状況を把握
する必要不可欠な資料となる。また、その後の再調査をいつの時点で行うのかを判断するための根
拠ともなる。そのため、樹木カルテ（図 -1.2）として、以下の項目について把握できる範囲で適切
に記録し、管理しておく必要がある。
　①樹木のこれまでの管理履歴
　②樹木全体の生育及び活力状況
　③樹体に存在する構造的な欠陥
　④樹木が倒伏、枝折れする可能性のある要素及び大きさ
　⑤樹木成長に影響を受ける周辺環境要素
　⑥樹木の倒伏、枝折れした場合に損害を受ける対象
　⑦危険を緩和する対策及び処置

　街路樹カルテの様式の一例を「第 7章　街路樹カルテ」に掲載した。

図 -1.2　樹木カルテ



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　街路樹の予備診断、健全度調査を実施する技術者には、樹木の生理生態、道路における植栽
基盤等の植栽環境の特徴、倒伏や枝折れ等の発生要因、道路交通特性、台風等の気象特性、危
険緩和処置等、様々な知識と経験を有することが求められる。特に、樹木の欠陥等を外観から
判断するためには、十分な経験が必要となる。

　　解説
　街路樹の予備診断、健全度調査を実施する技術者は、街路樹の倒伏や枝折れが人身事故に繋がる
危険性を有することに対して、危機意識を持つとともに、以下の内容を熟知し理解していなければ
ならない。また、外観から樹木の構造的な欠陥を判断するためには、現場での十分な経験が必須と
なる。さらに、危険度評価までの診断精度を一貫したものとするためには、街路樹の倒伏対策に関
する研修等を開催し、調査技術者に受講を義務づけることが望ましい。
　①危険度評価の目的
　②樹木の生理生態
　③樹木の構造と機能
　④樹木における病虫害
　⑤樹木の腐朽プロセス
　⑥樹木と土壌の関係
　⑦樹木と野生動物の関係
　⑧危険が高まる状況及び損害を受ける周辺環境条件
　⑨過去の樹木倒伏や枝折れに関する樹木の外観、内部状況の経験的知識
　⑩道路交通特性
　⑪植栽場所における卓越風、台風等の気象状況及び土地利用等の経歴
　⑫危険を緩和する対策及び処置に関する知識

５．専門診断（専門家による診断）
（1）専門診断の資格範囲（外観診断・精密診断）
　　専門診断を行うことができる者は、以下の範囲とする。
　

＜参考：東京都における調査者の位置づけ＞　

・樹木医（財団法人日本緑化センター認定）
　　　ただし、東京都による街路樹診断に関する講習を受講した者、または東京都が認める街路樹診断
　　に関する講習または研修を受講した者に限る。
　　（※受託者であって、講習または研修が未受講の樹木医により診断を行う場合には、診断作業前に必
　　ず講習または研修を受講したうえで作業に入ること。）
・10年以上樹木の診断に関する実務の経験を有し、樹木医と同等以上の知識と技術を有する者。

引用文献：平成 22年度 街路樹診断マニュアル、東京都建設局公園緑地部、平成 22年 11月発行



　調査は、調査する内容を確実かつ容易に把握することができる時期に行う。生育状況調査に
おいては着葉時期の春季～秋季に、危険度調査においては樹木の骨格である幹や大枝が見やす
い落葉時期とすることが望ましい。

　　解説
　樹木健全度調査は、生育状況調査と危険度調査に分かれるが、各調査においては把握する内容が
異なるものが多いことから、樹木の状態にあわせた適切な時期に行う必要がある（写真 -1.3）。
　生育状況調査では、活力状況を葉の大きさや色、密度等から確認する必要があり、着葉時期（活
動期）でなければ困難である。また、花木については、着花状況を確認できる樹種毎の開花時期に
行うことが適している。
　危険度調査においては、幹や大枝等の腐朽や傷、亀裂等により構造的な欠陥を確認するため、な
るべく幹や大枝を地上から見通せる落葉時期が望ましい。なお、木材腐朽病については、その子実
体を確認することが容易な梅雨時期から秋季が適している。
　ただし、台風の襲来前等に緊急的に実施する必要が生じた場合においては、この限りではなく随
時実施しなければならない。その際には、樹木の構造的な欠陥を見落とすことがないよう、より注
意深く樹木の状況を確認することが求められる。

写真 -1.3　街路樹の着葉時期と落葉時期



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　街路樹の危険度は、樹木の成長と植栽場所の環境が経年的に変化していくため、これらの変
化にあわせて定期的に調査及び評価を実施することが必要である。評価サイクルは、樹木の特
性や植栽場所の環境及び健全状態によって異なるため、これらを勘案して決定する必要がある。

　　解説
　樹木健全度調査は、街路樹周辺の土地利用が頻繁に変化し工事によって損害を受けやすい場合や、
成長が早い樹種の場合には１～２年毎に行う必要がある。また、倒伏に対してのみの調査であれば
５年サイクルでも可能である（表 -1.1）。対象となる樹木が多い場合には、成長の速度や腐朽の有
無等に応じて対象樹木を選定し、調査する項目に対しても優先順位を付けることが重要となる。

表 -1.1　診断結果に応じたモニタリング期間の目安

診断結果 モニタリング時期

（改善的処置後の期間）活力度 危険度

• 旺盛な生育を示し、被害が全く認め
られない。

• 健全である。 5年後

• 普通の生育を示し、被害があまり目
立たない。 • 僅かな異常が認められる。 3年後

• 被害が明らかに認められる。 • 欠陥が認められるが、危険性はない。 2年後

• 生育状態が劣悪で回復が見込めな
い。

• 危険性を有しているが、すぐには倒
伏、枝折れはしない。
• 非常に高い危険性があり、すぐに倒
伏、枝折れに繋がる。

1年後



　現地調査や改善的処置などの街路樹の倒伏対策に係わる作業を、道路上で行うにあたっては、
道路交通の安全確保を図るとともに、調査者及び作業者の安全に配慮しなければならない。

　　解説
　道路空間に植栽されている街路樹に対して、現地での樹木調査や植栽環境調査等を実施すること
や、改善的処置としての伐採や剪定等を行う場合は、作業実施に関連する法令を遵守しなければな
らない。また、作業が道路交通の妨げにならないよう十分に配慮するとともに、測定器材や剪定枝
葉等が通行者に接触しないよう十分に注意しなければならない。
　さらに、調査者や作業者においても、道路を走行する自動車等に気を配りながら、事故の無いよ
う安全確保に努めなければならない。同時に、不慮の事故が起こる可能性に備えて、労働災害保険
等に加入しておく必要がある。
　主な関連法令としては以下のものがある。
　　・労働基準法
　　・労働安全衛生法
　　・農薬取締法
　　　等

　なお、街路樹の危険度診断においては、全ての危険性を取り除くために樹体の欠陥を見落とさな
いよう実施するものではあるが、全てにおいて見落としのない完璧な結果を求めることは難しい。
　そのため、診断の不備が原因となる倒伏等の事故が発生することも予想されることから、このよ
うな事態に備えるために街路樹調査者は損害賠償保険に加入することが望ましい。

　
　街路樹診断事業における街路樹の安全性の維持・管理の不備の問題によって、予期せぬ事故が
発生し、当協会もしくは協会員が巨額の損害賠償金を負担する可能性が全くないとはいえません。
このような事故について十分な備えをしていただくために、街路樹診断協会会員は「街路樹診断
事業者賠償責任保険」に加入しております。  

　街路樹診断事業者賠償責任保険とは、当協会員が街路樹診断を行なった後、当該街路樹の枯死
倒壊などが原因で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより当協会が法律上の
賠償責任を負担された場合に、その損害を、契約のてん補限度額（お支払いする保険金の最高限
度額）の範囲内で補償する保険です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜街路樹診断事業者保険の例＞（街路樹診断協会HPより引用：http://gaishin.com）
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